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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが認証されたことを示す所定データを記憶部が記憶している場合、画像処理に関
する操作及び設定を受け付けるようにしており、画像処理に関する設定を初期化するため
の初期化操作部を備える画像処理装置において、
　前記記憶部が前記所定データを記憶していて、前記初期化操作部が操作された場合、前
記所定データを消去する消去手段を備える
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記初期化操作部が操作された場合、前記所定データを消去する旨を表示する表示手段
と、
　該表示手段が消去する旨を表示した場合、前記所定データの消去を受け付ける受付手段
と
　を備え、
　前記消去手段は、
　前記受付手段が消去を受け付けたとき、前記所定データを消去するようにしてある
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記表示手段が前記所定データを消去する旨を表示して、前記初期化操作部が操作され
た場合、画像処理に関する設定を初期化する手段を備える
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　ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コピー機能、ファクシミリ機能、スキャナ機能などを有する複合機、コピー
機、ファクシミリなどの画像処理装置に関し、特に、ユーザの認証及び認証の解除を行う
画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク認証機能を有する複合機が開発されている。該複合機は、ユーザＩＤ及び
パスワードを受け付け、ユーザＩＤ及びパスワードが予め登録されている認証サーバに問
い合わせることでユーザの認証を行う。認証に成功した場合、複合機は、ファクシミリ機
能、コピー機能、又はスキャナ機能をユーザに提供する。
　具体的には、複合機は、受け付けたユーザＩＤ及びパスワードを、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ），インターネットなどのネットワークを介して認証サーバ
へ送信して認証を要求する。そして、認証サーバから認証結果を示す情報を受信し、受信
した認証結果に基づいて認証成功と判定した場合、各種機能をユーザに提供する。
【０００３】
　また、複合機には、ユーザが認証された状態の解除を受け付けるためのログアウトキー
、各種機能の設定、例えばコピー機能におけるコピー部数の設定、ファクシミリ機能にお
ける画質設定などを受け付けるための操作パネル、設定を初期化するためのリセットキー
などが設けられている。
【０００４】
　このように構成される複合機においては、予め登録された所定のユーザに限定して、各
種機能を提供することができる。
【特許文献１】特開２００１－３５７０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ユーザが複合機を使用した後、ログアウトキーを操作し忘れ、認証され
た状態を解除せずに複合機を離れる虞があるという問題があった。
　ログアウトキーを操作せずにユーザが複合機を離れた場合、認証されていない他のユー
ザが複合機を自由に操作することができるため、セキュリティー上好ましくない。
【０００６】
　一方、上述の問題は複合機に限らず、認証機能を有するコピー機、ファクシミリなどの
画像処理装置も同様に有している。
【０００７】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、操作終了時に各種設定を初期化す
ることがマナーとして定着しているために、ログアウトキーに比べて操作し忘れる虞の低
いリセットキーが操作された場合、認証済状態を解除するように構成することにより、ユ
ーザが認証済状態を解除し忘れることを防ぐことができる画像処理装置を提供することを
目的とする。
【０００８】
　本発明の他の目的は、リセットキーが操作された場合、認証済状態を解除する旨を表示
して、認証済状態の解除を受け付けるように構成することにより、視覚的にユーザに認証
済状態の解除を促すことができる画像処理装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、リセットキーが操作されて、認証済状態を解除する旨が表示され
ている状態で、リセットキーが操作された場合、各種設定を初期化するように構成するこ
とにより、既存のリセットキーを、認証済状態の解除及び初期化のための操作キーとして
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兼用することができ、低コストで製造することができる画像処理装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１発明に係る画像処理装置は、ユーザが認証されたことを示す所定データを記憶部が
記憶している場合、画像処理に関する操作及び設定を受け付けるようにしており、画像処
理に関する設定を初期化するための初期化操作部を備える画像処理装置において、前記記
憶部が前記所定データを記憶していて、前記初期化操作部が操作された場合、前記所定デ
ータを消去する消去手段を備えることを特徴とする。
【００１１】
　第１発明にあっては、ユーザが認証された状態を示す所定データを記憶部が記憶してい
る状態で初期化操作部、例えばリセットキーが操作された場合、消去手段は、記憶部が記
憶している前記所定データを消去する。つまりユーザが認証されている状態で初期化操作
部が操作された場合、消去手段は、ユーザが認証された状態を解除する処理を実行する。
　画像処理装置の操作終了後、各種設定を初期化することがユーザのマナーとして定着し
ているため、ログアウトキーに比べて、ユーザが初期化操作部を操作し忘れる虞は低い。
　従って、ログアウトキーが操作された場合に、認証された状態を解除する従来の画像処
理装置に比べて、ユーザが認証された状態を解除するための操作を忘れる虞は低い。
【００１２】
　第２発明に係る画像処理装置は、前記初期化操作部が操作された場合、前記所定データ
を消去する旨を表示する表示手段と、該表示手段が消去する旨を表示した場合、前記所定
データの消去を受け付ける受付手段とを備え、前記消去手段は、前記受付手段が消去を受
け付けたとき、前記所定データを消去するようにしてあることを特徴とする。
【００１３】
　第２発明にあっては、初期化操作部が操作された場合、表示手段は、所定データを消去
する旨、つまり認証された状態を解除する旨を表示する。そして、受付手段は、所定デー
タの消去を受け付け、受付手段が所定データの消去を受け付けた場合、消去手段は、所定
データを消去、つまり認証された状態を解除する。
【００１４】
　第３発明に係る画像処理装置は、前記表示手段が前記所定データを消去する旨を表示し
て、前記初期化操作部が操作された場合、画像処理に関する設定を初期化する手段を備え
ることを特徴とする。
【００１５】
　第３発明にあっては、表示手段が認証された状態を解除する旨を表示している場合に、
初期化操作部が操作された場合、画像処理装置は、画像処理に関する設定を初期化する。
従って、初期化操作部を、設定を初期化及び認証された状態を解除するための操作キーと
して兼用することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　第１発明によれば、初期化操作部が操作された場合、認証された状態を解除することに
より、ユーザが認証済状態を解除し忘れることを防ぐことができる。
【００１７】
　第２発明によれば、認証された状態を解除する旨を表示して、認証された状態の解除を
受け付けることにより、ユーザに認証済状態の解除を促すことができる。
【００１８】
　第３発明によれば、既存の初期化操作部を、設定を初期化及び認証された状態を解除す
るための操作キーとして兼用することができ、また兼用することで画像処理装置をより低
コストで製造することができる。
　また、ユーザが、認証された状態を解除したい場合と、認証された状態を維持したまま
、設定を初期化したい場合とがあるが、ユーザの所望するところに応じて解除又は初期化
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のいずれかを選択することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る複合機の構成を示すブロック図である。実施の形態
に係る複合機は、ネットワーク認証機能を有しており、ユーザが認証された場合、コピー
機能、ファクシミリ機能、スキャナ機能などをユーザに提供するように構成されている。
【００２０】
　図中１は、ＣＰＵを備える制御部である。複合機は、原稿を読み取り、原稿の画像デー
タを取得する読取部３、取得した画像データを一時的に蓄積する画像メモリ６、及び画像
メモリ６に蓄積された画像データに基づいて、画像を用紙に記録、つまり印刷するプリン
タ部５を備えており、制御部１は、バス１３を介して画像データの取得及び記録を制御す
ることで、コピー機能を実現するように構成されている。
【００２１】
　バス１３には、ＲＯＭ１０及びＲＡＭ８が接続されている。ＲＯＭ１０は、フラッシュ
メモリからなり、複合機の動作に必要な各種制御プログラムを格納している。制御部１は
、ＲＯＭ１０に格納されている制御プログラムをＲＡＭ８に読み出して実行することによ
り、複合機のコピー機能、ファクシミリ機能などの各種機能を実現する。
【００２２】
　読取部３は、原稿に光を照射する光源、原稿で反射された反射光を電気信号に変換する
ラインＣＣＤなどの光学素子を備えており、ラインＣＣＤが変換した電気信号に基づいて
原稿の画像データを取得する。そして、読取部３は、取得した画像データを画像メモリ６
に与える。
【００２３】
　プリンタ部５は、感光ドラム、定着器などを備える電子写真方式のプリンタ装置であっ
て、印刷処理用のプログラムを格納した図示しないフラッシュＲＯＭを備えており、フラ
ッシュＲＯＭに格納されたプログラムに従って、画像データに係る画像を用紙に印刷する
。
【００２４】
　また、複合機は、ファクシミリ通信により画像データを送受信するためのＮＣＵ（Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）２及びモデム４、並びに送受信される画像デー
タを所定の符号化方式、例えばＭＨ，ＭＲ，ＭＭＲなどの符号化方式に従って符号化及び
復号化する符号化・復号化部１１を備えており、制御部１は、画像データの送受信、原稿
の読み取り、画像の印刷を制御することで、ファクシミリ機能を実現する。
【００２５】
　モデム４は、バス１３に接続されており、公衆電話回線網（ＰＳＴＮ：Ｐｕｂｌｉｃ　
Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）から入力されたアナログの画
像データをデジタルの画像データに復調し、また制御部１の制御によってバス１３を介し
て画像メモリ６から与えられた画像データをアナログの信号に変調する機能を備えている
。
【００２６】
　ＮＣＵ２は、公衆電話回線網との回線１４の閉結及び開放の動作を行うハードウェアで
あり、制御部１の制御に応じてモデム４とＰＳＴＮとを接続する。
【００２７】
　符号化・復号化部１１は、制御部１の制御に応じて、読取部３が読み取った画像データ
を符号化して、符号化した画像データをモデム４に与える。また、符号化・復号化部１１
は、ファクシミリ通信によって受信した画像データを復号化して、画像メモリ６に蓄える
。
【００２８】
　更に、複合機は、ＬＡＮインタフェース１２を備えている。ＬＡＮインタフェース１２
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は、ＬＡＮ１５を介して、画像データ、ユーザの認証に関するデータなどを外部機器と送
受信するためのインタフェースである。
【００２９】
　ＬＡＮインタフェース１２には、ＬＡＮ１５を介して、外部の認証サーバＡが接続され
ている。
　認証サーバＡは、複合機のユーザを認証するために、各ユーザのユーザＩＤ及びパスワ
ードを予め記憶しているディレクトリ、及び複合機の求めに応じて、認証の成否を示す認
証結果のデータを複合機へ送信するＬＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏ
ｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバを備えている。
【００３０】
　また、バス１３には、複合機を操作するための操作部９、及び表示部７が接続されてい
る。
【００３１】
　表示部７は、複合機の動作状態、複合機を操作するためのソフトキーを表示する液晶デ
ィスプレイを備えている。
【００３２】
　操作部９は、表示部７に対向配置された抵抗膜方式、又は静電容量方式のタッチパネル
９ｂを備え、表示部７に表示されたソフトキーの操作を受け付け、制御部１がタッチパネ
ル９ｂの操作状態を検出することができるように構成されている。
　また、操作部９は、押しボタン式のキー、例えば印刷部数の設定、ユーザＩＤ、パスワ
ードを受け付けるためのテンキー、印刷部数などの各種設定を初期化するためのリセット
キー９ａを備えている。
【００３３】
　図２は、ユーザの認証及び認証済状態の解除に係る制御部１の処理手順を示すフローチ
ャートである。
　電源が投入された場合、制御部１は、複合機を使用するユーザを認証する（ステップＳ
１）。具体的には、制御部１は、ユーザＩＤ及びパスワードの入力を求める入力画像を表
示部７に表示させて、ユーザＩＤ及びパスワードを受け付ける。そして、受け付けたユー
ザＩＤ、パスワード、及び認証を求める旨のデータをＬＡＮインタフェース１２を介して
認証サーバＡへ送信する。
　認証サーバＡは、前記データを受信した場合、予め登録されているユーザＩＤ及びパス
ワードと、受信したユーザＩＤ及びパスワードとを比較することで、認証の成否を判定し
、認証の成否を示す認証結果のデータを、ＬＡＮ１５を介して複合機へ送信する。制御部
１は、認証サーバＡから送信されたデータを受信する。
【００３４】
　次いで、制御部１は、受信したデータに基づいて、認証の成否を判定する（ステップＳ
２）。認証に失敗したと判定した場合（ステップＳ２：ＮＯ）、制御部１は、処理をステ
ップＳ１へ戻す。
【００３５】
　認証に成功したと判定した場合（ステップＳ２：ＹＥＳ）、制御部１は、認証結果、つ
まり認証された旨を示す所定データをＲＡＭ８に記憶させる（ステップＳ３）。
【００３６】
　次いで、リセットキー９ａの操作状態を検出することで、リセットキー９ａが押下され
たか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００３７】
　リセットキー９ａが押下されていないと判定した場合（ステップＳ４：ＮＯ）、制御部
１は、リセットキー９ａ以外の他のキー又はタッチパネル９ｂが操作されたか否かを判定
する（ステップＳ５）。
【００３８】
　他のキー又はタッチパネル９ｂが操作されたと判定した場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）
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、制御部１は、操作されたキー又はタッチパネル９ｂの操作された箇所に応じた所定の処
理、例えば印刷の開始処理、入力された印刷部数、画質の設定などをＲＡＭ８に記憶させ
る処理などを実行し（ステップＳ６）、処理をステップＳ４へ戻す。
　他のキー又はタッチパネル９ｂが操作されていないと判定した場合（ステップＳ５：Ｎ
Ｏ）、制御部１は、処理をステップＳ４へ戻す。
【００３９】
　ステップＳ４でリセットキー９ａが操作されたと判定した場合（ステップＳ４：ＹＥＳ
）、制御部１は、ログアウトの確認画面、つまり、認証された状態の解除を受け付ける旨
、並びにログアウトキー及びキャンセルキーのソフトキーを表示部７に表示させる（ステ
ップＳ７）。
【００４０】
　図３は、認証された状態の解除を受け付ける旨を表示した表示部７及びリセットキー９
ａの模式図である。
　図３に示すように、ステップＳ７の処理によって、表示部７は、「ログアウトしますか
？」の文字と、ログアウトキー及びキャンセルキーとを表示する。
【００４１】
　ステップＳ７の処理を終えた場合、制御部１は、リセットキー９ａの操作状態を検出す
ることで、リセットキー９ａが押下されたか否かを判定する（ステップＳ８）。
　リセットキー９ａが押下されたと判定した場合（ステップＳ８：ＹＥＳ）、制御部１は
、設定された各種設定を初期化する（ステップＳ９）。具体的には、制御部１は、ステッ
プＳ６の処理でＲＡＭ８が記憶した印刷部数、画質の設定などを、ＲＯＭ１０が記憶して
いる初期設定値に戻す。
　リセットキー９ａが押下されていないと判定した場合（ステップＳ８：ＮＯ）、制御部
１は、タッチパネル９ｂの操作状態を検出することで、ログアウトキーが操作されたか否
かを判定する（ステップＳ１０）。
【００４２】
　ログアウトキーが操作されたと判定した場合（ステップＳ１０：ＹＥＳ）、制御部１は
、ログアウト処理を実行し（ステップＳ１１）、処理をステップＳ１へ戻す。具体的には
、制御部１は、ユーザの認証に成功した旨を示す所定データをＲＡＭ８から消去する。
【００４３】
　ログアウトキーが操作されていないと判定した場合（ステップＳ１０：ＮＯ）、制御部
１は、タッチパネル９ｂの操作状態を検出することで、キャンセルキーが操作されたか否
かを判定する（ステップＳ１２）。
【００４４】
　キャンセルキーが操作されたと判定した場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、制御部１は
、処理をステップＳ４へ戻す。キャンセルキーが操作されていないと判定した場合（ステ
ップＳ１２：ＮＯ）、制御部１は、処理をステップＳ８へ戻す。
【００４５】
　このように構成される複合機にあっては、ユーザが認証されている状態で、リセットキ
ー９ａが押下された場合、認証された状態を解除する旨を表示部７に表示し、認証された
状態の解除を受け付けるため、ユーザに認証済状態の解除を促し、ユーザが認証済状態を
解除し忘れることを防ぐことができる。
　また、ユーザが、認証された状態を解除したい場合と、認証された状態を維持したまま
、設定を初期化したい場合とがあるが、ユーザは、所望するところに応じて解除又は初期
化のいずれかを選択することができる。
【００４６】
　更に、既存のリセットキー９ａを各種設定を初期化及び認証済状態を解除するための操
作キーとして兼用することができ、リセットキー９ａ及びログアウトキーを備える複合機
に比べて、低コストで複合機を構成することができる。
【００４７】
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　なお、実施の形態では複合機を説明したが、これに限らず、ユーザの認証機能を有する
コピー機、ファクシミリなどの画像処理装置に本発明を適用しても良い。
【００４８】
　また、ネットワーク認証機能を有する複合機を説明したが、認証に必要なデータを記憶
する記憶部を複合機に備え、複合機が認証を行うように構成しても良い。
　更に、認証されたことを示す所定データをＲＡＭに記憶させるように構成しているが、
他の記憶手段に前記所定データを記憶させるように構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態に係る複合機の構成を示すブロック図である。
【図２】ユーザの認証及び認証済状態の解除に係る制御部の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図３】認証された状態の解除を受け付ける旨を表示した表示部及びリセットキーの模式
図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　制御部
　２　ＮＣＵ
　３　読取部
　４　モデム
　５　プリンタ部
　６　画像メモリ
　７　表示部
　８　ＲＡＭ
　９　操作部
　９ａ　リセットキー
　９ｂ　タッチパネル
　１０　ＲＯＭ
　１１　符号化・復号化部
　１２　ＬＡＮインタフェース
　１３　バス
　１４　回線
　１５　ＬＡＮ
　Ａ　認証サーバ
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